
1 

 

平成２９年度第８回吹田市男女共同参画審議会 議事録 

 

開 催 日  平成３０年３月１５日（木） 

開催時間  （開会）午後２時００分    （閉会）午後２時３８分 

場 所  吹田市立男女共同参画センター 視聴覚室 

内 容 １ 第４次すいた男女共同参画プランについて 

      ２ その他 

 

出席委員  石蔵 文信     北嶋 紀子     玉井 眞理子 

    寺本 尚美     鶴田 岑生     平野 和子 

    櫻井 和子     坪井 素子     小谷 訓子 

    出口 都彦 

 

欠席委員   小牧 規子     西岡 昌佐子    谷口 裕哉 

 

出席市職員    市民部長 髙田 德也 

         市民部男女共同参画室長 杉 公子 

         市民部男女共同参画室参事 千葉 淳 

         市民部男女共同参画センター所長 畑澤 由佳 

 市民部男女共同参画センター所長代理 潮見 智昭 

 市民部男女共同参画室主幹 飯尾 由美子 

 

傍 聴 者  なし 
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   平成２９年度第８回吹田市男女共同参画審議会 

平成３０年３月１５日（木） 

午後２時００分～午後２時３８分 

吹田市立男女共同参画センター 視聴覚室 

 

○会長 

  吹田市男女共同参画審議会を開会します。 

  まず、審議会の開催要件について報告をお願いします。 

○飯尾男女共同参画室主幹 

  本日の審議会委員の御出席の確認でございますが、１３名中１０名の委員の御出席を

いただいております。従いまして、吹田市男女共同参画推進条例施行規則第１０条第２

項による成立要件、委員の半数以上の出席を満たしております。 

○会長 

  次に、本日の会議傍聴の申し出はありますか。 

○飯尾男女共同参画室主幹 

  本日の傍聴希望者はございません。 

○会長 

  それでは、事務局から資料の確認をお願いいたします。 

○飯尾男女共同参画室主幹 

 （資料確認） 

○会長 

議題１の第４次男女共同参画プランについてです。事務局から説明をお願いします。 

○千葉男女共同参画室参事 

資料１～５、基本方向のⅠ～Ⅴですが、前回の１２月２６日の審議会で御意見を頂戴

したところ、修正の御指摘をいただきました。会議では、速やかに修正してみなさまの

お手元にと言っていたのですが、修正に手間取りました。資料に沿いまして修正個所の

御報告をさせていただきます。 

基本方向全体として、例えば、基本方向ごとに後ろについております色んな事業につ

いては、体言止めになっているところを「ですます調」にしたり、担当所管課の名称を

修正したり、必要に応じて整理をさせていただきました。個別の御説明は割愛させてい

ただきますが、それ以外に非常に重要な部分で修正をさせていただいた分がありますの

で、かいつまんで御説明をさせていただきます。 

まずは、資料２。基本方向Ⅱ「就労の場における男女共同参画の推進」、これについて

は前回の会議の時に副会長から、全体の文章の構成の指摘をいくつかいただきまして、

それに沿いまして修正しております。前回御説明させていただいておりますので、個別

の説明は割愛をさせていただきます。 

次に資料３、基本方向Ⅲ「ライフステージに応じた健康の保持・増進のために」の１

ページの樹形図のところですが、基本課題２の具体的取り組み(5)「豊かな高齢期のため



3 

 

の環境整備」という文言で、高齢期が赤字になっていますが、もともとは「豊かな終末

期」という言葉を使っていたのですが、庁内での検討で、高齢担当部局から、終末期は

いわゆるターミナルケアを想像させてしまうという意見が出まして、ターミナルケアと

なりますと、いわゆる治療の最終段階をさすという誤解を招くという指摘がございまし

て、「豊かな高齢期のための環境整備」とさせていただきました。１ページ、５ページを、

「豊かな終末期」ではなく、「豊かな高齢期」とさせていただいております。 

次に、基本方向Ⅴの１ページの樹形図を御覧いただきたいのですが、基本課題４「男

女共同の視点にたった多文化共生の推進」。これについてはもともと「国際交流と国際理

解の推進」を使っていたのですが、国際交流を担当している部局から、より広い概念を

集合して多文化共生という言葉をこれからは使っていくということで、市の各種の事業

も多文化共生という言葉に変えていっているということで、用語については合わせてい

くということで修正しています。資料５でもＣ委員から目標値がいつの目標値かわかる

ようにということで、修正をしています。そういったところも反映をしております。 

９ページの表ですが、計画推進の指標を載せていますが、項目の一番上で「女性市職員

の管理職登用の割合」、以前に課長級か課長代理級かで数字のとり違いをしておりまして

御迷惑をおかけしたのですが、今回改めて御説明したいのが、目標値の３０パーセント

ということです。以前から審議会では、３０パーセントに近づいていっているのではな

いかということで、もう少し高い目標を設定してはどうかという御意見をいただいたの

ですが、プラス５パーセントで３５パーセントとか、あるいは３０パーセント以上と言

っていたのですが、人事担当とも協議したところ、吹田市の行動計画でも３０パーセン

トと言い切っている。どうしてかと言うと国が国全体の目標として３０パーセントとし

ている。これを更に超えるような目標設定は難しいのではないのかということで、国の

目標値の３０パーセントで設定しています。もちろん決して３０パーセントがゴールと

いうことではないのですが、その先にという認識ではあります。 

次に、基本方向Ⅳに戻りまして資料４の１０ページの真ん中から下のところ。基本課

題６「ＤＶ加害者の更生支援の推進」、具体的取組の内容ということで挙げているのです

が、その内容として、以前は加害者更生プログラムをということで書いていたのですが、

前回の会議の最後でわたしどもの考えを示しましたが、加害者更生プログラムを実施し

ていくということはなかなか難しいのではないかということで思いを述べさせていただ

きました。ここにつきましては、男性相談の充実などによるＤＶ予防のための方策を検

討しますとして、繰り返しを防ぐということを込められています。ＤＶ加害者とならな

いということについては、ただ単に加害者更生プログラムということだけでなく、例え

ば怒りをコントロールするとかストレスをためないとか、幅広くやっていく必要がある

のではないかということで、加害者プログラムも様々あるということを含めまして、男

性相談を充実させていくという表現に変えさせていただいた。この部分につきましては、

以前からの基本課題につきましては、５年先を見通してどこまでということに関しては

続けていきたいと考えております。その他ですが、項目ごとの計画推進の指標をＣ委員

から御指摘いただきまして、統一したフォーマットでの手直しをしております。修正点
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の報告としては以上です。 

○会長 

追加しますと時間軸的には昨年の１２月２６日に答申をさせていただきましたが、少

し修正箇所があったので、部会長と調整して修正しました。その後にパブコメをして、

パブコメは終了しているのですよね。意見がまったくなかった。 

○千葉男女共同参画室参事 

１か月間ホームページに内容を公表して、男女共同参画室と男女共同参画センターに

おいては文面をペーパーにしたものを置いていたのですが、１件も意見がなかったとい

う結果に終わりました。 

○会長 

１２月２６日に若干意見があったところは部会長さんを中心に直してもらって、朱書

きにしています。質問はしていただいて結構ですが、答申内容は変わりません。 

○千葉男女共同参画室参事 

今後の予定としては、表紙をつけまして、前書きとか用語集とか色んな資料とか経過

とか結果も載せていくことになります。なるべく早くみなさまのお手元にお届けできる

ようにと考えております。 

○Ａ委員 

パブコメは１件もなかったのは、今回初めてなのですか、それとも毎回ですか。それ

くらい市民の意識がということか、あえて積極的にしていないのか。全然反応がなかっ

たということにショックだったのですが。そんなものなのですか。 

○千葉男女共同参画室参事 

例えば他の計画ということだと、最近だと子供の貧困に関しては６件、高齢の計画は

数件ということで聞いておりますので、何十件くるものではないのですが、我々として

も残念に思うと同時に、少し考えないといけないと思っております。やはりみなさんに

関心を持ってもらう働きかけをしないといけないと。単にホームページに載せて、自分

で読んでということだと難しい。正面にテーマを据えて、市民に呼びかけるような、関

心を高めるようなことをして初めて御意見をいただけるのかと。 

○会長 

一般に男女共同参画は浸透してくると各部署で男女共同参画の意識が出てくるので、

各部署では盛り上がるのですが、私たちは総論を述べるので総論的には成熟してきてい

ると感じます。 

○千葉男女共同参画室参事 

決して意識が後退しているとは思わないのですが、当たり前の部分も出てきていて、

個別の思いがクローズアップされていく。男女共同参画、男女の対等な関係がベースに

あるから、色んなことが問題になってくるのかと。 

○会長 

みなさん確認していただいて、御意見はありますか。 
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○杉男女共同参画室長 

グラフで数字が見にくいということは言われていまして、製本になった時はもう少し

見やすいように印刷業者と調整させていただきたいと思います。 

○会長 

Ⅴの計画の３ページのグラフですが、パーセントの小数点以下の０はいらない。縦軸

の。 

○Ｂ委員 

基本方向Ⅱの１ページ、基本的な考え方の４行目、「つながります」の後に「。」がない

とか、２ページの３０歳代のところが半角になっていないとか、資料３の基本方向Ⅲの基

本的な考え方の真ん中あたり、（リプロダクティブ．ヘルス／ライツ）コンマではなく中点

にしないといけない。細かいところですが。 

○副会長 

西暦併記するというのが公文書ではそういうものですか。基本方向Ⅴの２ページは窮

屈なイメージなので、どっちかにしてもいいかと思ったのですが。 

○千葉男女共同参画室参事 

併記することになっています。 

○髙田市民部長 

平成も終わると決まっていますので、平成３２年、３３年とかがないのが決まってお

りますので、西暦を、将来はそういう方向になるのかなと。 

○会長 

平成３４年度はないですよね。資料５の９ページはどうするのか。 

○髙田市民部長 

今の時点では決まっていますので。秋頃には新しい年号が発表されて、平成３２年と

か３３年とかどうなのかと、少しそのあたりを整理して西暦主体になるのかと思います

が、わかりやすい形に手直しを。わかりにくくなりますし。 

○千葉男女共同参画室参事 

他にもこの３月にできる計画がいくつかあります。高齢とか障がいとかもありますの

で、庁内的にも相談して、今の時点で平成３２年はわかるのですが、新しい元号ができ

ると平成３２年は何のこととなりますので。 

○会長 

他にありますか。 

○Ｃ委員 

西暦で統一していただきたいです。今、御指摘あったものと同じですが、グラフにパ

ーセントがついているのがあったりなかったり、小数点以下があるのがあったりなかっ

たりするので、これからしていただけると思うのですが、最後に全体を見て表記の仕方

を統一していただくようにお願いいたします。 

基本方向Ⅳ資料４の図のところですが、推進のあとに（1）で事業所となっているので

すが、（2）がないのであれば、（1）が要らないのではないかと思います。線がどこから
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続くのかわかりやすくしていただければ。 

○千葉男女共同参画室参事 

事業所の前のところで、学校地域活動を一つにまとめたところでして、（3）まであっ

たのがなくなって、（1）が残ってしまっています。 

○Ｃ委員 

数字が半角のところと全角のところがありますので、統一していただきたい。 

○会長 

大学で教えていると、生徒には卒論とかでは言うところなので、我々が関与している

ので先生なにしているのかとなるので、細かいようですが一つ表記でバラバラだと学生

に示しがつかないので。せめてグラフだけでも印刷前に確認していただいて。 

他にはございますか。 

○千葉男女共同参画室参事 

どこかの審議会の時点で御報告している数字ですが、女性の参画状況の推移というこ

とで、庁内でとりまとめた数字、女性のいる審議会委員における委員数は、プランの中

の指標反映しております。数字の羅列ではありますが、ご参照いただければ。 

平成２９年度の審議会としては本日が最後になります。事務局を代表しまして、市民

部長より御挨拶を申し上げます。 

○髙田市民部長 

この間、長い間審議していただいて、わたしもできる限り出席させていただいたので

すが、身のある議論をしていただいたと感謝しております。第４次すいた男女共同参画

プランを行政が実行していくことが一番大事だと思いますので、引き続きお願いいたし

ます。男女共同参画は幅の広いところでありますし、吹田市役所も一つの事業所ですの

で、日々の活動のなかで浸透していく必要があるのではないかと思いますので、引き続

き新年度もお願いします。 

○会長 

任期はまだありますので、しばらくは集まっていただく機会はないのですが、次回は

事務局から提案があると思います。 

○千葉男女共同参画室参事 

計画書ができましたら送らせていただきますが、御説明をしようかとも考えているの

ですが、２９年度のどこまでできたか、現プランに基づく年次報告をさせていただいて、

秋頃に次の審議会を開催したいと考えております。新年度につきましてもよろしくお願

いします。 

○会長 

確認ですが、グラフの体裁については部会長と最終確認をいただきましてということ

で。 

○会長 

  それでは、以上をもちまして、本日の審議会は閉会といたします。 


